
 ２４時間対応

  〇相談方法    電 話 ０５５０−８２−８４００

 ２４時間対応         ＦＡＸ ０５５０−８２−４３３３   

  〇相談時間    月～金曜日 ８：３０～１７：１５

        （祝日・年末年始を除く）

 平日 １０時～１２時、１３時～１５時   〇所 在 地  〒４１２−８６０１

        御殿場市萩原４８３番地

        御殿場市市民部 くらしの安全課

 電話 ０５４−６５１−１０１１  電話 ０５４−２８６−９２１７

静岡県女性相談センター

認定ＮＰＯ法人 静岡犯罪被害者支援センター 配偶者からの暴力に関する相談、シェルター等に

関する情報提供等電話相談、面接相談、付き添い支援等の支援

 暴力団に関する相談全般

 電話 ０１２０−５０８９３０ 子ども家庭１１０番（児童相談所）

 平日９時～２０時、土日曜９時～１７時

 月～金曜日 １０時～１６時（祝日・年末年始を除く）  月～金曜日 ９時～２０時（祝日・年末年始を除く）

（公財）静岡県暴力追放運動推進センター

 月～金曜日 ９時～１７時（祝日・年末年始を除く） 子どもの擁護、保健、障害、非行、育成等の相談

静岡県性暴力被害者支援センターＳＯＲＡ（そら）  電話 ０５５−９２４−４１５２（東部地区）

 平日９時～２１時、土曜９時～１７時 事件事故や犯罪被害に関する相談、要望、意見

 電話 #８８９１ 又は０１２０−８８９１−７７ 児童虐待相談(児童相談所）

 ２４時間対応  電話 ０５５−９２２−４１９９（東部地区）

日本司法支援センター 法テラス

 弁護士の紹介、民事法律扶助制度等の案内

 電話 ０５７０−０７９７１４ 静岡県警察ふれあい相談室
 御殿場市犯罪被害者等支援総合相談窓口

 専門の女性相談員による相談対応

 （祝日・年末年始を除く）

 （日曜祝日・年末年始休業）  電話 ＃９１１０または０５４−２５４−９１１０

静岡県ひきこもり支援センター

人権相談１１０番  電話 ０５４−２８６−９２１９

 電話 ０５７０−００３−１１０

 平日 ８時３０分～１７時１５分  （祝日・年末年始を除く）

御殿場市の犯罪被害者等支援の

ご案内

御殿場市以外の相談窓口

犯罪被害に関する相談

法テラスによる法律相談

人権に関する相談

DV(配偶者・パートナーからの暴力）相談

子どもについての相談

その他の相談



〇相談及び情報の提供等・・直面している問題について、総合相談窓口

でお話をお聞きし、関係機関との連絡調整

を行います。

〇見舞金の支給・・犯罪被害者の方やご遺族に見舞金を支給します。

（注：各種支給要件があります）

〇広報及び啓発・・犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深め

るため広報及び啓発に努めます。

その他・・

誰もが、ある日突然犯罪被害者やその家族、遺族になりうるおそれがあります。被害に遭われた方々は、生命、身体、財産上の直接的な被害だけではなく、

周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害、いわゆる「二次被害」に苦しめられることも少なくありません。被害に遭われた方々が一日も早く平

穏な日常生活を取り戻すことができるようにするためには、その方々の立場に立った適切な支援と、周囲の配慮が必要となります。

本市では、令和５年度から「犯罪被害者等支援条例」を制定し、総合相談窓口の設置、犯罪被害者等見舞金給付制度の創設など、犯罪被害者等支援を総合

的に推進することとしました。

市民の皆さんにも犯罪被害に遭われた方々の置かれている状況について理解を深めていただき、市や関係機関が実施する支援施策にご協力いただきますよ

うお願いします。

〇御殿場警察署

〇認定NPO法人静岡犯罪被害者

支援センター 等

〇犯罪被害者等のプライバシーや名誉を

害することのないよう配慮

〇市や関係機関の実施する施策への理解

と協力

犯罪被害に遭われた方や

ご家族の方々

市民の皆さん関係機関等

市の施策

相

談

支

援

連
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理解・協力

広報・啓発


